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第２章 中高年齢者の状況  

 

第１節 中高年齢者の現状 

 

１－１ 総人口（高齢者の人口） 

総人口(令和元(2019)年９月 15 日推計)は、前年に比べ 26 万人減少し、高齢者(65

歳以上)人口の割合は、28.4％(前年 28.1％)と前年比で 0.3 ポイント上昇している。

(図表２－１) 

 

 

 

 

    （出典：総務省統計局令和元年 9 月 15 日統計トピックス No.121） 

 

  

 

 

 

 

 

 

図表２－１ 年齢３区分別人口及び割合(2018 年、2019 年)－9 月 15 日現在 
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１－２ 将来推計人口 

      将来推計人口は、平成 29(2017)年４月国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日

本の将来推計人口」で、全国の将来の出生、死亡及び国際人口移動について仮説を設

け、これらに基づいて我が国の将来の人口規模並びに年齢構成等の人口構造の推移に

ついて推計したもの。(図表２－２) 

令和 47 年度には 65 歳以上の人口割合は 38.4％で、令和元年の 28.4％より 10 ポイ

ント上昇の推計になっている。  

 

 

 

図表２－２ 高齢化の推移と将来設計 

 

（出典：内閣府－令和２年版高齢社会白書（全体版）） 
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１－３ 労働力人口の推移 

      令和元(2019)年の労働力人口は、6,886 万人。うち 65 歳以上の者は 907 万人で労働

力人口総数に占める割合は 13.2％と上昇している。ちなみに、45 歳以上は約 3,706 万

人で 53.8％となり、中高年が半数以上となる。(図表２－３) 

 

 

 

図表２－３ 労働力人口の推移 

 

                    （出典：内閣府－令和２年版高齢社会白書（全体版）） 
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１－４ 年齢階級別労働人口比率の推移 

      労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)で見た場合、65 歳～69 歳、70 歳

～74 歳では上昇傾向になっている。(図表２－４) 

 

 

 

図表２－４ 年齢階級別労働人口比率の推移 

 

（出典：内閣府－令和２年版高齢社会白書（全体版）） 
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１－５ 高年齢者の就業状況 

年齢階級別に就業率の推移を見ると、60 歳～74 歳まで 10 年前と比較する 

と 10 ポイント以上伸びている。(図表２－５) 

 

 

 

図表２－５ 年齢階級別就業率の推移 

 

（出典：内閣府－令和２年版高齢社会白書（全体版）） 
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１－６ 高年齢者の性年齢別雇用形態別雇用者数及び非正規雇用者率 

男性の場合は、非正規の職員・従業員の比率は、60 歳を境に大幅に上昇。 

女性の場合は、男性より上昇幅は小さいが、60 歳を境に上昇している。(図表２－６) 

 

 

 

図表２－６ 性年齢別雇用形態別雇用者数及び非正規雇用者率（役員を除く） 

 

（出典：内閣府－令和２年版高齢社会白書（全体版）） 
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１－７ その他 

 （１）いつまで働きたいか 

現在仕事をしている 60 歳以上の男女の約４割が「働けるうちはいつまでも」 

と回答している。(図表２－７) 

 

 

 

図表２－７ あなたは、何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか？ 

 

（出典：内閣府－令和２年版高齢社会白書（全体版）） 
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（２）雇用確保措置の実施状況の内訳（企業規模別） 

従業員 31 人以上の企業約 16 万社のうち、高年齢者雇用確保措置を実施済みの

割合は 99.8％となっている。(図表２－８) 

    （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では 65 歳までの安定した雇用を確保す

るため、企業に「定年の廃止」、「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」のいず

れかの措置を講じるよう義務付けている。） 

 

 

図表２－８ 雇用確保措置の実施状況の内訳（企業規模別） 

 

（出典：内閣府－令和２年版高齢社会白書（全体版）） 

 


